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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
六
号

当
せ
ん
金
付
証
票
を
次
の
と
お
り
発
売
す
る
。

令
和
三
年
六
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

第
二
千
五
百
十
回
東
京
都
宝
く
じ

二

受
託
銀
行
等
の
名
称

及
び
所
在
地

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号

三

発
売
の
数
及
び
総
額

百
五
十
万
枚

一
億
五
千
万
円

四

証
票
金
額

一
枚
百
円

五

証
票
型
式

開
封
式

六

発
売
期
間

令
和
三
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
八

月
十
七
日
ま
で

七

抽
せ
ん
期
日

令
和
三
年
八
月
二
十
日

八

当
せ
ん
金
支
払
開
始

期
日

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

九

当
せ
ん
金
の
額
及
び
当
せ
ん
の
数

等

級

当
せ
ん
金

当
せ
ん
本
数

一
等

千
五
百
万
円

一
本

一
等
の
前
後
賞

二
百
五
十
万
円

二
本

一
等
の
組
違
い
賞

十
万
円

十
四
本

二
等

三
十
万
円

十
五
本

三
等

一
万
円

百
五
十
本

四
等

五
千
円

千
五
百
本

五
等

千
円

一
万
五
千
本

六
等

百
円

十
五
万
本

計

十
六
万
六
千
六
百
八
十
二
本

十

注
意
事
項

㈠

発
売
者
若
し
く
は
受
託
銀
行
等
か
ら
直
接
に
購
入
し
た
者
若

し
く
は
当
該
購
入
者
か
ら
贈
与
を
受
け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者

の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
以
外
の
者
は
、
当
せ
ん
金
を

受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈡

証
票
は
、
転
売
で
き
な
い
。

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
七
号

当
せ
ん
金
付
証
票
を
次
の
と
お
り
発
売
す
る
。

令
和
三
年
六
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

第
二
千
五
百
十
一
回
東
京
都
宝
く
じ

二

受
託
銀
行
等
の
名
称

及
び
所
在
地

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号

三

発
売
の
数
及
び
総
額

三
百
万
枚

六
億
円

四

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

五

証
票
型
式

被
封
式
（
被
封
さ
れ
た
特
定
部
分
を
削

り
取
る
こ
と
に
よ
り
、
一
等
か
ら
五
等

ま
で
の
当
せ
ん
が
判
明
す
る
方
法
）

六

発
売
期
間

令
和
三
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
九

月
二
十
八
日
ま
で

七

当
せ
ん
金
支
払
開
始

期
日

令
和
三
年
七
月
二
十
八
日

八

当
せ
ん
金
の
額
及
び
当
せ
ん
の
数

等

級

当
せ
ん
金

当
せ
ん
本
数

一
等

百
万
円

十
八
本

二
等

十
万
円

二
百
七
十
本

三
等

一
万
円

三
千
本

四
等

千
円

三
万
本

五
等

二
百
円

九
十
万
本

計

九
十
三
万
三
千
二
百
八
十
八
本

九

注
意
事
項
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㈠

発
売
者
若
し
く
は
受
託
銀
行
等
か
ら
直
接
に
購
入
し
た
者
若

し
く
は
当
該
購
入
者
か
ら
贈
与
を
受
け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者

の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
以
外
の
者
は
、
当
せ
ん
金
を

受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈡

証
票
は
、
転
売
で
き
な
い
。

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
八
号

当
せ
ん
金
付
証
票
を
次
の
と
お
り
発
売
す
る
。

令
和
三
年
六
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

第
二
千
五
百
十
二
回
東
京
都
宝
く
じ

二

受
託
銀
行
等
の
名
称

及
び
所
在
地

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号

三

発
売
の
数
及
び
総
額

百
五
十
万
枚

三
億
円

四

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

五

証
票
型
式

被
封
式
（
被
封
さ
れ
た
特
定
部
分
を
削

り
取
る
こ
と
に
よ
り
、
一
等
か
ら
五
等

ま
で
の
当
せ
ん
が
判
明
す
る
方
法
）

六

発
売
期
間

令
和
三
年
八
月
四
日
か
ら
同
月
三
十
一

日
ま
で

七

当
せ
ん
金
支
払
開
始

期
日

令
和
三
年
八
月
四
日

八

当
せ
ん
金
の
額
及
び
当
せ
ん
の
数

等

級

当
せ
ん
金

当
せ
ん
本
数

一
等

三
百
万
円

三
本

二
等

五
万
円

八
百
七
十
本

三
等

一
万
円

四
千
五
百
本

四
等

千
円

一
万
五
千
本

五
等

二
百
円

十
五
万
本

計

十
七
万
三
百
七
十
三
本

九

注
意
事
項

㈠

発
売
者
若
し
く
は
受
託
銀
行
等
か
ら
直
接
に
購
入
し
た
者
若

し
く
は
当
該
購
入
者
か
ら
贈
与
を
受
け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者

の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
以
外
の
者
は
、
当
せ
ん
金
を

受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈡

証
票
は
、
転
売
で
き
な
い
。

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
九
号

当
せ
ん
金
付
証
票
を
次
の
と
お
り
発
売
す
る
。

令
和
三
年
六
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

第
二
千
五
百
十
三
回
東
京
都
宝
く
じ

二

受
託
銀
行
等
の
名
称

及
び
所
在
地

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号

三

発
売
の
数
及
び
総
額

三
百
万
枚

六
億
円

四

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

五

証
票
型
式

開
封
式

六

発
売
期
間

令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
一

日
ま
で

七

抽
せ
ん
期
日

令
和
三
年
九
月
二
十
四
日

八

当
せ
ん
金
支
払
開
始

期
日

令
和
三
年
九
月
二
十
九
日

九

当
せ
ん
金
の
額
及
び
当
せ
ん
の
数

等

級

当
せ
ん
金

当
せ
ん
本
数

一
等

三
千
万
円

一
本

一
等
の
前
後
賞

千
万
円

二
本

一
等
の
組
違
い
賞

十
万
円

二
十
九
本

二
等

三
十
万
円

三
十
本

三
等

一
万
円

九
千
本

四
等

千
円

三
万
本

五
等

二
百
円

三
十
万
本

十
五
夜
賞

三
万
円

九
百
本

計

三
十
三
万
九
千
九
百
六
十
二
本

十

注
意
事
項

㈠

発
売
者
若
し
く
は
受
託
銀
行
等
か
ら
直
接
に
購
入
し
た
者
若

し
く
は
当
該
購
入
者
か
ら
贈
与
を
受
け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者

の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
以
外
の
者
は
、
当
せ
ん
金
を

受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈡

証
票
は
、
転
売
で
き
な
い
。

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
二
十
号

当
せ
ん
金
付
証
票
を
次
の
と
お
り
発
売
す
る
。

令
和
三
年
六
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

第
二
千
五
百
十
四
回
東
京
都
宝
く
じ

二

受
託
銀
行
等
の
名
称

及
び
所
在
地

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号

三

発
売
の
数
及
び
総
額

百
五
十
万
枚

三
億
円

四

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

五

証
票
型
式

被
封
式
（
被
封
さ
れ
た
特
定
部
分
を
削

り
取
る
こ
と
に
よ
り
、
一
等
か
ら
五
等

ま
で
の
当
せ
ん
が
判
明
す
る
方
法
）

六

発
売
期
間

令
和
三
年
九
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
月

十
二
日
ま
で

七

当
せ
ん
金
支
払
開
始

期
日

令
和
三
年
九
月
十
五
日

八

当
せ
ん
金
の
額
及
び
当
せ
ん
の
数
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等

級

当
せ
ん
金

当
せ
ん
本
数

一
等

三
十
万
円

六
十
本

二
等

五
万
円

百
五
十
本

三
等

一
万
円

千
二
百
本

四
等

千
円

一
万
五
千
本

五
等

二
百
円

四
十
五
万
本

計

四
十
六
万
六
千
四
百
十
本

九

注
意
事
項

㈠

発
売
者
若
し
く
は
受
託
銀
行
等
か
ら
直
接
に
購
入
し
た
者
若

し
く
は
当
該
購
入
者
か
ら
贈
与
を
受
け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者

の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
以
外
の
者
は
、
当
せ
ん
金
を

受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈡

証
票
は
、
転
売
で
き
な
い
。

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
二
十
一
号

当
せ
ん
金
付
証
票
を
次
の
と
お
り
発
売
す
る
。

令
和
三
年
六
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

第
二
千
五
百
十
五
回
東
京
都
宝
く
じ

二

受
託
銀
行
等
の
名
称

及
び
所
在
地

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号

三

発
売
の
数
及
び
総
額

二
百
万
枚

二
億
円

四

証
票
金
額

一
枚
百
円

五

証
票
型
式

開
封
式

六

発
売
期
間

令
和
三
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十

月
十
九
日
ま
で

七

抽
せ
ん
期
日

令
和
三
年
十
月
二
十
二
日

八

当
せ
ん
金
支
払
開
始

期
日

令
和
三
年
十
月
二
十
七
日

九

当
せ
ん
金
の
額
及
び
当
せ
ん
の
数

等

級

当
せ
ん
金

当
せ
ん
本
数

一
等

千
万
円

一
本

一
等
の
前
後
賞

二
百
五
十
万
円

二
本

一
等
の
組
違
い
賞

十
万
円

十
九
本

二
等

三
十
万
円

二
十
本

三
等

一
万
円

二
百
本

四
等

五
千
円

四
千
本

五
等

千
円

二
万
本

六
等

百
円

二
十
万
本

計

二
十
二
万
四
千
二
百
四
十
二
本

十

注
意
事
項

㈠

発
売
者
若
し
く
は
受
託
銀
行
等
か
ら
直
接
に
購
入
し
た
者
若

し
く
は
当
該
購
入
者
か
ら
贈
与
を
受
け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者

の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
以
外
の
者
は
、
当
せ
ん
金
を

受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈡

証
票
は
、
転
売
で
き
な
い
。

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
二
十
二
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
令
和
三
年
度
地
籍
調
査
事
業

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

調
査
を
行
う
者

調

査

地

域

調
査
期
間

千
代
田
区

千
代
田
区
岩
本
町
一
丁
目
、
岩
本

町
二
丁
目
、
岩
本
町
三
丁
目
及
び

東
神
田
一
丁
目
の
各
地
内

令
和
三
年
四

月
一
日
か
ら

令
和
四
年
三

月
三
十
一
日

中
央
区

中
央
区
新
川
一
丁
目
の
地
内

ま
で

港
区

港
区
南
青
山
三
丁
目
及
び
南
青
山

五
丁
目
の
各
地
内

新
宿
区

新
宿
区
若
葉
一
丁
目
、
若
葉
二
丁

目
、
若
葉
三
丁
目
、
須
賀
町
、
信

濃
町
及
び
南
元
町
の
各
地
内

文
京
区

文
京
区
湯
島
一
丁
目
及
び
湯
島
三

丁
目
の
各
地
内

台
東
区

台
東
区
根
岸
四
丁
目
の
地
内

墨
田
区

墨
田
区
緑
一
丁
目
、
亀
沢
一
丁
目

及
び
亀
沢
二
丁
目
の
各
地
内

江
東
区

江
東
区
潮
見
一
丁
目
及
び
潮
見
二

丁
目
の
各
地
内

品
川
区

品
川
区
北
品
川
二
丁
目
及
び
北
品

川
五
丁
目
の
各
地
内

目
黒
区

目
黒
区
下
目
黒
六
丁
目
、
五
本
木

二
丁
目
、
祐
天
寺
二
丁
目
及
び
目

黒
本
町
五
丁
目
の
各
地
内

大
田
区

大
田
区
大
森
北
四
丁
目
、
久
が
原

五
丁
目
、
矢
口
二
丁
目
及
び
多
摩

川
二
丁
目
の
各
地
内

世
田
谷
区

世
田
谷
区
若
林
一
丁
目
、
赤
堤
二

丁
目
、
喜
多
見
三
丁
目
及
び
喜
多

見
六
丁
目
の
各
地
内

渋
谷
区

渋
谷
区
宇
田
川
町
の
地
内

中
野
区

中
野
区
上
高
田
四
丁
目
及
び
上
高

田
五
丁
目
の
各
地
内

杉
並
区

杉
並
区
高
円
寺
南
二
丁
目
、
松
庵

一
丁
目
、
久
我
山
一
丁
目
、
久
我

山
二
丁
目
、
久
我
山
三
丁
目
、
久

我
山
四
丁
目
及
び
久
我
山
五
丁
目

の
各
地
内

豊
島
区

豊
島
区
千
川
一
丁
目
の
地
内

荒
川
区

荒
川
区
町
屋
二
丁
目
、
町
屋
三
丁
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目
、
町
屋
四
丁
目
、
東
尾
久
五
丁

目
、
西
尾
久
一
丁
目
及
び
西
尾
久

二
丁
目
の
各
地
内

板
橋
区

板
橋
区
小
茂
根
三
丁
目
、
小
茂
根

四
丁
目
及
び
小
茂
根
五
丁
目
の
各

地
内

練
馬
区

練
馬
区
豊
玉
上
二
丁
目
、
豊
玉
中

三
丁
目
、
豊
玉
中
四
丁
目
、
豊
玉

北
三
丁
目
、
豊
玉
北
四
丁
目
、
豊

玉
北
五
丁
目
、
中
村
南
一
丁
目
、

中
村
南
二
丁
目
、
中
村
南
三
丁
目

及
び
南
大
泉
二
丁
目
の
各
地
内

足
立
区

足
立
区
神
明
一
丁
目
の
地
内

葛
飾
区

葛
飾
区
堀
切
四
丁
目
、
小
菅
一
丁

目
、
小
菅
二
丁
目
、
小
菅
三
丁
目
、

亀
有
五
丁
目
及
び
西
亀
有
四
丁
目

の
各
地
内

江
戸
川
区

江
戸
川
区
東
篠
崎
一
丁
目
及
び
下

篠
崎
町
の
各
地
内

八
王
子
市

八
王
子
市
千
人
町
一
丁
目
、
千
人

町
二
丁
目
、
千
人
町
三
丁
目
、
日

吉
町
、
平
岡
町
、
本
郷
町
、
本
町

及
び
元
横
山
町
二
丁
目
の
各
地
内

三
鷹
市

三
鷹
市
上
連
雀
六
丁
目
及
び
上
連

雀
七
丁
目
の
各
地
内

青
梅
市

青
梅
市
千
ヶ
瀬
町
六
丁
目
、
大
門

一
丁
目
、
谷
野
、
今
寺
一
丁
目
及

び
滝
ノ
上
町
の
各
地
内

府
中
市

府
中
市
若
松
町
二
丁
目
の
地
内

調
布
市

調
布
市
下
石
原
二
丁
目
及
び
下
石

原
三
丁
目
の
各
地
内

町
田
市

町
田
市
鶴
川
三
丁
目
及
び
鶴
川
四

丁
目
の
各
地
内

小
平
市

小
平
市
学
園
西
町
三
丁
目
の
地
内

日
野
市

日
野
市
三
沢
五
丁
目
の
地
内

東
村
山
市

東
村
山
市
秋
津
町
四
丁
目
、
秋
津

町
五
丁
目
及
び
諏
訪
町
三
丁
目
の

各
地
内

国
分
寺
市

国
分
寺
市
北
町
一
丁
目
及
び
北
町

五
丁
目
の
各
地
内

福
生
市

福
生
市
大
字
熊
川
及
び
大
字
熊
川

二
宮
の
各
地
内

多
摩
市

多
摩
市
連
光
寺
一
丁
目
、
聖
ケ
丘

一
丁
目
及
び
聖
ケ
丘
三
丁
目
の
各

地
内

羽
村
市

羽
村
市
羽
西
三
丁
目
の
地
内

あ
き
る
野
市

あ
き
る
野
市
五
日
市
字
川
端
、
同

字
小
能
、
同
字
番
場
、
小
中
野
字

大
鳥
前
、
同
字
竹
ノ
花
、
同
字
川

端
、
同
字
栗
原
及
び
同
字
中
ヶ
谷

戸
の
各
地
内

日
の
出
町

西
多
摩
郡
日
の
出
町
大
久
野
の
地

内

檜
原
村

西
多
摩
郡
檜
原
村
上
元
郷
及
び
本

宿
の
各
地
内

奥
多
摩
町

西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
海
澤
の
地
内

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
二
十
三
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

昭
栄
不
動
産

㈡

氏
名

木
原

孝
明

㈢

主
た
る
事
務

葛
飾
区
堀
切
五
丁
目
二
十
二
番
一
号

所
の
所
在
地

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑿
第
三
二
〇
〇
六
号

㈤

免
許
年
月
日

平
成
三
十
年
二
月
十
八
日

二

処
分
年
月
日

令
和
三
年
五
月
二
十
七
日

三

処
分
内
容

業
務
の
全
部
の
停
止
二
十
二
日
間
（
令
和
三
年
六

月
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
二
日
ま
で
）

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
二
号

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
二
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚

生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
二
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
六
月
七
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
六
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一
㈠

路
線
名

立
川
青
梅

㈡

供
用
開
始
の
区
間

福
生
市
大
字
福
生
字
奈
賀
五
百
七
十
八

番
八
地
先
か
ら
あ
き
る
野
市
草
花
字
折

立
下
夕
平
三
千
六
百
七
十
番
六
百
二
十

七
地
先
ま
で

㈢

供
用
開
始
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

㈣

供
用
開
始
の
期
日

令
和
三
年
六
月
七
日

二
㈠

路
線
名

伊
奈
福
生

㈡

供
用
開
始
の
区
間

あ
き
る
野
市
草
花
字
折
立
下
夕
平
三
千

六
百
七
十
番
六
百
二
十
七
地
先
か
ら
福

生
市
大
字
福
生
字
奈
賀
五
百
七
十
八
番

八
地
先
ま
で

㈢

供
用
開
始
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

㈣

供
用
開
始
の
期
日

令
和
三
年
六
月
七
日
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公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
六
月
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

あ
き
る
野
市
草
花
字
高
瀬
八
百
十

二
番
一
、
同
番
二
、
同
番
五
及
び

同
番
七
の
各
一
部
、
同
番
八
並
び

に
同
番
九

あ
き
る
野
市
野
辺
三
百
九
十
二

番
地

南
部
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉
村

隆
二

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
三
年
六
月
七
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労
働

局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
六
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ク
イ
ー
ン
ズ
伊
勢
丹
杉
並
桃
井
店

二

店
舗
所
在
地

杉
並
区
桃
井
三
丁
目
五
番
一
号

三

設
置
者
名

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

橋
本

勝

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

大
山

一
也

七

変
更
日

令
和
三
年
四
月
一
日

八

届
出
日

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
三
年
六
月
七
日
か
ら
同
年
十
月
七

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に

関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例

第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

品
川
グ
ラ
ン
ド
コ
モ
ン
ズ

二

店
舗
所
在
地

港
区
港
南
二
丁
目
十
六
番
一
号
ほ
か

三

設
置
者
名

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社
ほ
か
四

名

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
ほ

か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社
ほ
か

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

橋
本

勝
（
三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式

会
社
）
ほ
か

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

大
山

一
也
（
三
井
住
友
信
託
銀
行
株

式
会
社
）
ほ
か

八

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

コ
ク
ネ
シ
オ
株
式
会
社

九

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

井
上

裕
雄

十

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

直
田

宏

十
一

変
更
日

令
和
三
年
四
月
一
日
ほ
か

十
二

届
出
日

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日

十
三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
四

縦
覧
期
間

令
和
三
年
六
月
七
日
か
ら
同
年
十
月
七

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に

関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例

第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

雑

報
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